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滞納整理体制を強化！�
�

グループリビング�

神崎共生のすまい�
　一人暮らしで生活に不安や負担を感じている高�
齢者が、ひとつ屋根の下で自主性を尊重した共同�
生活をしながら、楽しく元気に過ごすすまいです。�
　入居者を募集しています。ご連絡は下記へ。�

ＮＰＯ法人準備会　神崎共生のすまいの会�
事務局　村上妙子　TEL０３－３７２０－３３２３�
事務局　鈴木節子　TEL０４７８－７２－１５１０�

　町税の滞納額を縮減し、税負
担の公平性を確保するため、悪
質な滞納者への差押えなど厳正
な処分を実施し、滞納をなくす
ために一層努力していきます。�
　実施方法は「千葉県滞納整理推進機構」の
指導や協力を得て適正かつ迅速に手続きを行
います。具体的には、市町村職員の身分を併
せ持つ県税務職員が町職員と共同で、滞納処
分を前提とした納税交渉、財産調査、差押え
などを実施します。�
  滞納処分　  税金を納めていない方の財産（不
　動産・預貯金・給与等）を法に基づいて差
　押え、その財産を換価（現金化）し、町税
　へ充当すること。�
  滞納整理推進機構  　県内における滞納整理�
　の強化を目的に、全市町村を構成員として
　平成19年４月に発足した組織。�
※お問い合わせ　町民課税務係　○72 ２１１２�


